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(57)【要約】
【課題】すり抜けにより物体と車両とが衝突しない場合
に、不要な走行支援を実施させることを抑制する事が可
能な走行支援装置を提供することにある。
【解決手段】物体検出部（２１）と、衝突予測部（１０
）と、支援実施部（１０）と、速度算出部（２１）と、
衝突予測時間算出部（１０）と、を備え、衝突予測部は
、車両の進行方向に直交する横方向における車両に対す
る位置を表す横位置軸と、車両の進行方向に設定した衝
突予測時間を表す予測時間軸とで規定される判定平面に
おける領域として第一衝突予測領域を構築し、判定平面
において第一衝突予測領域に物体が存在するか否かで、
物体との衝突を予測し、横位置軸の方向における第一衝
突予測領域の幅は、車両の幅に基づいて設定され、第一
衝突予測領域の横位置は、速度算出部により算出される
物体の速度と、衝突予測時間とに基づいて設定されるこ
とを特徴とする走行支援装置。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の進行方向に対して交差する方向に移動する物体を検出する物体検出部（２１）と
、
　前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両とが衝突することを予測する衝突
予測部（１０）と、
　前記衝突予測部により前記物体と前記車両とが衝突すると予測された場合に、前記車両
により衝突を抑制する走行支援を実施させる支援実施部（１０）と、
　前記物体の速度を算出する速度算出部（２１）と、
　前記物体検出部により検出された前記物体の情報に基づいて、前記物体と前記車両とが
衝突するまでの予測時間である衝突予測時間を算出する衝突予測時間算出部（１０）と、
を備え、
　前記衝突予測部は、前記車両の進行方向に直交する横方向における前記車両に対する位
置を表す横位置軸と、前記車両の進行方向に設定した前記衝突予測時間を表す予測時間軸
とで規定される判定平面における領域として第一衝突予測領域を構築し、前記判定平面に
おいて前記第一衝突予測領域に前記物体が存在するか否かで、前記物体との衝突を予測し
、
　前記横位置軸の方向における前記第一衝突予測領域の幅は、前記車両の幅に基づいて設
定され、
　前記第一衝突予測領域の前記横位置は、前記速度算出部により算出される前記物体の速
度と、前記衝突予測時間とに基づいて設定されることを特徴とする走行支援装置。
【請求項２】
　前記衝突予測部は、前記物体検出部により検出される前記物体の横位置と前記衝突予測
時間算出部により算出される前記衝突予測時間とから前記判定平面における前記物体の現
在位置を設定し、前記現在位置が前記第一衝突予測領域内に収まる場合に、前記物体との
衝突を予測することを特徴とする請求項１に記載の走行支援装置。
【請求項３】
　前記第一衝突予測領域の前記横位置は、前記速度算出部により算出される前記物体の速
度を傾きとする直線で設定されることを特徴とする請求項１又は２に記載の走行支援装置
。
【請求項４】
　前記衝突予測部は、前記速度算出部により算出される前記物体の速度が所定速度よりも
低い場合に、前記第一衝突予測領域を前記横方向へ広げるように前記直線の傾きを補正す
ることを特徴とする請求項３に記載の走行支援装置。
【請求項５】
　前記衝突予測部は、前記速度算出部により算出される前記物体の速度が所定速度よりも
低い場合に、前記横位置軸の方向における前記第一衝突予測領域の幅を拡大補正すること
を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の走行支援装置。
【請求項６】
　前記衝突予測部は、前記判定平面において前記衝突予測時間が所定時間よりも短く、且
つ前記横位置が前記車両の幅に基づく幅よりも内側となる範囲に第二衝突予測領域を構築
し、前記判定平面において前記第二衝突予測領域に前記物体が存在する場合に、前記物体
との衝突を予測することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の走行支援装
置。
【請求項７】
　前記車両は、
　ドライバに前記物体の接近を報知する報知部（３１）と、
　前記車両の自動制動を実施する自動制動部（３２）と、
を備え、
　前記衝突予測部は、前記横位置軸の方向における前記第一衝突予測領域の幅を両側に所
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定幅ずつ拡大した第三衝突予測領域を構築し、
　前記支援実施部は、前記第一衝突予測領域内に収まる物体を前記自動制動部により実施
される前記自動制動の実施対象とし、前記第三衝突予測領域内に収まる物体を前記報知部
による前記報知の対象とすることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の走
行支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載され、車両の前方に存在する物体を検出して、車両により走行支
援を実施させる走行支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、センサやデータ処理の高度化に伴って、車両の進路に向かって横方向から物体が
進入することで生じる衝突事故を未然に回避する走行支援装置を車両に搭載することが行
われつつある。この走行支援装置として、例えば、特許文献１では、物体が車両の進路に
向かって横方向から接近してくる横移動速度が所定速度以上であり、かつ物体と車両との
距離が所定距離以下である場合には、物体を検出するための検出領域を拡張する。この検
出領域は、カメラとレーダとの両方が物体を検出できる範囲内であるため、横方向に移動
する物体を高精度に検出できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－４８４６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、特許文献１に記載の走行支援装置では、車両の進路に向かって物体が横方
向から接近してくる場合に、その物体の距離と速度に応じて検出領域を拡大することで、
横方向から車両の進路に接近する物体を検出している。しかし、物体が車両に接触する事
無く車両の進路を横切る場合や、車両の進路に物体が進入する前に物体の進路を車両が通
り抜ける場合（上記二つの状況を、ともに「すり抜け」と呼称）にも、検出領域を拡大し
、それにより不要な警報や自動制動等の走行支援を実施させるおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、すり抜
けにより物体と車両とが衝突しない場合に、不要な走行支援を実施させることを抑制する
事が可能な走行支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、走行支援装置であって、車両の進行方向に対して交差する方向に移動する物
体を検出する物体検出部と、前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両とが衝
突することを予測する衝突予測部と、前記衝突予測部により前記物体と前記車両とが衝突
すると予測された場合に、前記車両により衝突を抑制する走行支援を実施させる支援実施
部と、前記物体の速度を算出する速度算出部と、前記物体検出部により検出された前記物
体の情報に基づいて、前記物体と前記車両とが衝突するまでの予測時間である衝突予測時
間を算出する衝突予測時間算出部と、を備え、前記衝突予測部は、前記車両の進行方向に
直交する横方向における前記車両に対する位置を表す横位置軸と、前記車両の進行方向に
設定した前記衝突予測時間を表す予測時間軸とで規定される判定平面における領域として
第一衝突予測領域を構築し、前記判定平面において前記第一衝突予測領域に前記物体が存
在するか否かで、前記物体との衝突を予測し、前記横位置軸の方向における前記第一衝突
予測領域の幅は、前記車両の幅に基づいて設定され、前記第一衝突予測領域の前記横位置
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は、前記速度算出部により算出される前記物体の速度と、前記衝突予測時間とに基づいて
設定されることを特徴とする。
【０００７】
　車両の進行方向に直交する横方向における物体と車両との相対位置である横位置と、衝
突予測時間とから第一衝突予測領域を構築し、その第一衝突予測領域内に物体が存在する
か否かで物体との衝突が衝突予測部により予測される。この第一衝突予測領域について、
その横位置方向の幅は車両の幅に基づいて設定される。これにより、横位置方向の幅を超
える位置に存在する物体は、車両と衝突するおそれが少ないと判定することができる。ま
た、物体の速度と衝突予測時間とに基づいて第一衝突予測領域の横位置が設定されること
で、その速度の物体が車両と衝突する可能性が高いのか否かを精度高く予測することがで
きる。このため、第一衝突予測領域から物体が外れることで、物体と車両とが衝突するこ
となくすり抜けると判定されるため、不要な走行支援を実施させることを抑制する事が可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る走行支援装置の概略構成図である。
【図２】従来の検出ＥＣＵによる制御で生じるおそれのある問題を示す図である。
【図３】本実施形態に係る検出ＥＣＵが実施する制御を示す図である。
【図４】本実施形態に係る検出ＥＣＵが実施する制御フローチャートである。
【図５】本別例に係る検出ＥＣＵが実施する制御を示す図である。
【図６】衝突予測領域を補正する場合の一例を示す図である。
【図７】衝突予測領域を補正する際に用いる補正値の変化傾向を示すグラフである。
【図８】衝突予測領域を補正する場合の一例を示す図である。
【図９】衝突予測領域を補正する場合の一例を示す図である。
【図１０】衝突予測領域を補正する際に用いる補正係数の変化傾向を示すグラフである。
【図１１】衝突予測領域を補正する場合の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本実施形態に係る走行支援装置は、車両（自車両）に搭載され、自車両の進行方向前方
等の周囲に存在する物体を検知し、走行支援制御を実施する。この走行支援制御は、物体
との衝突を回避すべく、若しくは衝突被害を軽減すべく制御を行うＰＣＳシステム（Ｐｒ
ｅ－ｃｒａｓｈ　ｓａｆｅｔｙ　ｓｙｓｔｅｍ）として機能する。
【００１０】
　図１において、走行支援装置１００は、検出ＥＣＵ１０とレーダ装置２１とから構成さ
れている。
【００１１】
　レーダ装置２１は、例えば、ミリ波帯の高周波信号を送信波とする公知のミリ波レーダ
であり、自車両の前端部に設けられ、所定の検知角に入る領域を物体を検知可能な検知範
囲とし、検知範囲内の物体の位置を検出する。具体的には、所定周期で探査波を送信し、
複数のアンテナにより反射波を受信する。この探査波の送信時刻と反射波の受信時刻とに
より、物体との距離を算出する。また、物体に反射された反射波の、ドップラー効果によ
り変化した周波数により、相対速度（詳しくは車両の進行方向における相対速度）を算出
する。加えて、複数のアンテナが受信した反射波の位相差により、物体の方位を算出する
。なお、物体の位置及び方位が算出できれば、その物体の、自車両に対する相対位置（横
位置）を特定することができる。よって、レーダ装置２１は、物体検出部及び速度算出部
に該当する。レーダ装置２１は、所定周期毎に、探査波の送信、反射波の受信、反射位置
及び相対速度の算出を行い、算出した反射位置と相対速度とを検出ＥＣＵ１０に送信する
。
【００１２】
　検出ＥＣＵ１０には、レーダ装置２１が接続されている。検出ＥＣＵ１０は、ＣＰＵ１
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１、ＲＡＭ１２、ＲＯＭ１３、Ｉ／Ｏ等を備えたコンピュータである。この検出ＥＣＵ１
０は、ＣＰＵ１１が、ＲＯＭ１３にインストールされているプログラムを実施することで
これら各機能を実現する。本実施形態において、ＲＯＭ１３にインストールされているプ
ログラムは、レーダ装置２１が検出した物体の情報（算出した位置と相対速度など）に基
づいて、自車両の前方に存在する物体を検出して規定の走行支援処理を実施させるための
制御プログラムである。この検出ＥＣＵ１０は、速度算出部、衝突予測部、支援実施部、
及び衝突予測時間算出部に該当する。
【００１３】
　本実施形態において、走行支援処理とは、自車両と衝突するおそれのある物体が存在す
ることをドライバに報知する警報処理と自車両を制動させる制動処理に該当する。したが
って、自車両には、検出ＥＣＵ１０からの制御指令により駆動する安全装置として、警報
装置３１及びブレーキ装置３２が備えられている。
【００１４】
　警報装置３１は、自車両の車室内に設置されたスピーカやディスプレイである。検出Ｅ
ＣＵ１０が、後述の衝突予測時間（ＴＴＣ：Ｔｉｍｅ－ｔｏ－ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ）が第
一所定時間よりも縮まり、物体に自車両が衝突する可能性が高まったと判定した場合には
、その検出ＥＣＵ１０からの制御指令により、警報装置３１は警報音や警報メッセージ等
を出力してドライバに衝突の危険を報知する。このため、警報装置３１は報知部に該当す
る。
【００１５】
　ブレーキ装置３２は、自車両を制動する制動装置である。検出ＥＣＵ１０が、後述の衝
突予測時間が第一所定時間よりも短く設定された第二所定時間よりも縮まり、物体に自車
両が衝突する可能性が高まったと判定した場合には、その検出ＥＣＵ１０からの制御指令
により、ブレーキ装置３２が作動する。具体的には、ドライバによるブレーキ操作に対す
る制動力をより強くしたり（ブレーキアシスト機能）、ドライバによりブレーキ操作が行
われてなければ自動制動を行ったりする（自動ブレーキ機能）。よって、ブレーキ装置３
２は自動制動部に該当する。
【００１６】
　ところで、検出ＥＣＵ１０は、自車両とレーダ装置２１が検出した物体とが衝突するま
での時間である衝突予測時間を算出する。具体的には、自車両と物体との相対距離及び相
対速度に基づいて、衝突予測時間を算出する。この衝突予測時間が縦軸で、自車両の進行
方向に直交する横方向における自車両に対する位置を表す横位置が横軸で規定される判定
平面において、レーダ装置２１が物体を検出可能な領域としてレーダ検出領域を、図２の
ように構築する。
【００１７】
　ただし、レーダ検出領域に存在する物体全てが自車両と衝突するおそれのある物体であ
る訳ではない。したがって、レーダ検出領域を更に限定するように設定された衝突予測領
域内に収まる物体を自車両と衝突するおそれがあるとして認識する。判定平面において、
物体は横位置と衝突予測時間とで点（現在位置）として特定される。従来の検出ＥＣＵで
は、矩形の枠で示すように、横位置と衝突予測時間それぞれに閾値を設けることで構築さ
れた衝突予測領域内に収まる物体を自車両と衝突するおそれがあるとして判定していた。
しかし、ハッチング領域で示すように、自車両と衝突する可能性が高い領域は従来の検出
ＥＣＵにより設定される衝突予測領域よりも狭い範囲である。このため、物体が自車両に
接触する事無く自車両の進路を横切る場合や、自車両の進路に物体が進入する前に物体の
進路を自車両が通り抜ける場合でも、その衝突予測領域内に物体が収まり、それにより物
体と自車両とが衝突しないにも関わらず走行支援処理を実施させるおそれがある。
【００１８】
　よって、本実施形態における検出ＥＣＵ１０では、衝突予測領域の横位置を、レーダ検
出領域内に存在する物体の速度と衝突予測時間とに基づいて設定する。また、警報装置３
１による報知処理と、ブレーキ装置３２による自動制動制御とでは、その制御を実施させ
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るか否かの判定条件が必ずしも一致しないことを考慮し、第一衝突予測領域及び第三衝突
予測領域を構築する。
【００１９】
　具体的には、図３に記載されるように衝突予測領域の横軸方向における幅を自車両の幅
に、そして、縦軸方向における範囲を０から第二所定時間までと設定した第一衝突予測領
域を構築する。このとき、時刻ｔにおける物体の横位置軸方向（右方向を正とする）の速
度をＶ（ｔ）、衝突予測時間をＴＴＣとすると、第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）及び
左端Ｘｌ（ｔ）は、（１）式及び（２）式により表される。なお、式中に記載の自車両前
方右端Ｘｒは、自車両の中心から車幅の半分の幅だけ横位置軸方向に右側の点の座標位置
であり、自車両前方左端Ｘｌは、自車両の中心から車幅の半分の幅だけ横位置軸方向に左
側の点の座標位置である。構築された第一衝突予測領域内に存在する物体は自車両と衝突
する可能性があるとして、ブレーキ装置３２に自動制動制御を実施させる。
【００２０】
　Ｘｒ（ｔ）＝Ｘｒ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ…（１）
【００２１】
　Ｘｌ（ｔ）＝Ｘｌ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ…（２）
【００２２】
　また、横軸の方向における第一衝突予測領域の幅（第一衝突予測領域の横幅）を両側に
所定幅Ｌずつ拡大し、縦軸方向における範囲を０から第一所定時間までと設定した第三衝
突予測領域を構築する。第一衝突予測領域の横幅を両側に所定幅Ｌずつ拡大することにつ
いて、具体的には、（３）式に記載されるように自車両前方右端Ｘｒに所定幅Ｌを加算す
るとともに、（４）式に記載されるように自車両前方左端Ｘｌに所定幅Ｌを引くことで、
第一衝突予測領域の横幅を拡大補正する。この第三衝突予測領域内に存在する物体は、自
車両と衝突する可能性が高い、あるいは自車両又は物体の加減速により自車両と衝突する
軌跡に変わる可能性があるとして、警報装置３１による報知処理の判定対象とする。
【００２３】
　Ｘｒ２（ｔ）＝Ｘｒ＋Ｌ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ…（３）
【００２４】
　Ｘｌ２（ｔ）＝Ｘｌ－Ｌ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ…（４）
【００２５】
　本実施形態では、検出ＥＣＵ１０により後述する図４に記載の走行支援制御を実施する
。図４に示す走行支援制御は、検出ＥＣＵ１０が電源オンしている期間中に検出ＥＣＵ１
０によって所定周期で繰り返し実施される。
【００２６】
　まずステップＳ１００にて、レーダ装置２１によりレーダ検出領域に存在する物体を検
出させる。そして、レーダ装置２１に物体の相対位置と相対距離、そして相対速度を算出
させ、それらの情報を送信させる。このとき、物体の相対位置とは、自車両に対する物体
の位置及び方位に基づいて特定されるものであり、判定平面における物体の横位置に相当
する。また、相対距離とは、相対位置に基づいて算出される自車両と物体との距離に相当
する。ステップＳ１１０では、レーダ装置２１から取得した物体の相対速度と相対距離と
から物体の衝突予測時間を算出する。ステップＳ１２０では、ステップＳ１００及びステ
ップＳ１１０にて取得した物体の情報に基づいて、レーダ検出領域内に第一衝突予測領域
及び第三衝突予測領域を構築する。
【００２７】
　次にステップＳ１３０にて、ステップＳ１２０で構築した二つの衝突予測領域の内、第
三衝突予測領域内に物体が存在するか否かを判定する。具体的には、物体の現在位置（横
位置，衝突予測時間）が第三衝突予測領域内に収まる場合に、第三衝突予測領域内に物体
が存在すると判定する。第三衝突予測領域内に物体が存在しないと判定した場合には（Ｓ
１３０：ＮＯ）、本制御を終了する。第三衝突予測領域内に物体が存在すると判定した場
合には（Ｓ１３０：ＹＥＳ）、ステップＳ１４０に進み、警報装置３１による報知処理を
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実施させる。
【００２８】
　ステップＳ１５０では、第一衝突予測領域内に物体が存在するか否かを判定する。第一
衝突予測領域内に物体が存在しないと判定した場合には（Ｓ１５０：ＮＯ）、本制御を終
了する。第一衝突予測領域内に物体が存在すると判定した場合には（Ｓ１５０：ＹＥＳ）
、ステップＳ１６０に進み、ブレーキ装置３２による自動制動制御を実施させ、本制御を
終了する。
【００２９】
　上記構成により、本実施形態は、以下の効果を奏する。
【００３０】
　・第一衝突予測領域について、その横位置方向の幅は自車両の幅に基づいて設定される
。これにより、横位置方向の幅を超える位置に存在する物体は、自車両と衝突する可能性
が低いと判定することができる。また、物体の速度と衝突予測時間とに基づいて第一衝突
予測領域の横位置が設定されることで、その速度で接近してくる物体は自車両と衝突する
可能性が高いのか否かを精度高く予測することができる。よって、第一衝突予測領域から
物体が外れることで、物体と自車両とが衝突することなくすり抜けると判定されるため、
警報装置３１やブレーキ装置３２による制御の誤実施を抑制する事が可能となる。
【００３１】
　・第一衝突予測領域の横位置が、（１）式及び（２）式に記載されるように物体の速度
を傾きとする直線で設定される。したがって、判定平面において、（１）式により求めら
れる第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）の仮想線と、（２）式により求められる第一衝突
予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）の仮想線と、をひくことができる。これらの仮想線は、その速
度で走行する物体が自車両に衝突する場合の境界線であるため、これらの仮想線に基づい
て第一衝突予測領域を構築することで、自車両と衝突することなくすり抜ける物体を第一
衝突予測領域外とすることが可能となる。また、第一衝突予測領域の縦軸方向における範
囲が０から第二所定時間までに設定される。これにより、第一衝突予測領域内に存在する
物体は、自車両と衝突する可能性が高いとして、ブレーキ装置３２に自動制動制御を実施
させることで、物体と自車両との衝突を未然に回避することが可能となる。
【００３２】
　・第一衝突予測領域の横幅が両側に所定幅Ｌずつ拡大され、縦軸方向における範囲が０
から第一所定時間までと設定される第三衝突予測領域が構築される。これにより、自車両
と衝突する可能性が高い、あるいは自車両又は物体の加減速により自車両と衝突する軌跡
に変わる可能性がある物体を、警報装置３１による報知処理の実施対象とすることができ
、その物体との衝突に備え、ドライバに車両の減速運転を促すことができる。
【００３３】
　上記実施形態を、以下のように変更して実施することもできる。
【００３４】
　・上記実施形態では、物体が第一衝突予測領域内に存在する場合にブレーキ装置３２に
よる自動制動制御を実施させ、物体が第三衝突予測領域内に存在する場合に警報装置３１
による報知処理を実施させていた。このことについて、物体との衝突を抑制するための手
段は警報装置３１及びブレーキ装置３２に限らない。例えば、ブレーキ装置３２による自
動制動制御に代わって、ハンドル制御部を設け、第一衝突予測領域内に物体が存在する場
合に、物体との衝突を避けるようにハンドルを自動制御してもよい。この場合、第一衝突
予測領域の縦軸方向の範囲を構成する第二所定時間を、第三所定時間に変更する。この第
三所定時間は、例えばハンドルの自動制御による物体との衝突回避を安全に実施するため
に必要な時間として設定される。
【００３５】
　・上記実施形態では、判定平面において、第一衝突予測領域及び第三衝突予測領域を構
築し、それらの衝突予測領域内に存在する物体について走行支援の実施の是非を判定して
いた。このことについて、必ずしも第三衝突予測領域を構築する必要はない。第三衝突予
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測領域を構築しない場合には、第一衝突予測領域の縦軸方向の範囲を第一所定時間まで拡
大する。そして、第一衝突予測領域のうち衝突予測時間が第二所定時間から第一所定時間
までの範囲内に物体が進入した場合に、警報装置３１による報知処理を実施させる。そし
て、第一衝突予測領域のうち衝突予測時間が第二所定時間よりも短い範囲内に物体が進入
した場合に、ブレーキ装置３２による自動制動制御を実施させる。
【００３６】
　・上記実施形態では、第一衝突予測領域内に物体が存在すると判定した場合に、ブレー
キ装置３２による自動制動制御を実施させ、物体が第一衝突予測領域から外れると判定し
た場合は、自車両と衝突する事無くすり抜けるとして、ブレーキ装置３２による自動制動
制御を実施させなかった。このことについて、第一衝突予測領域から物体が外れすり抜け
ることが予測された場合でも、衝突予測時間が小さい範囲では、物体又は自車両が加減速
することで物体と自車両とが衝突する軌跡に変更された場合に、自動制動制御が遅れる危
険性がある。この危険性を考慮し、図５に記載されるように、判定平面における縦軸方向
の範囲を０から第四所定時間までと設定し、横位置が車両の幅に基づく幅よりも内側とな
る範囲に第二衝突予測領域を構築する。なお、第四所定時間は、第二所定時間よりも短く
設定する。したがって、この第二衝突予測領域内に進入する物体も、自車両と衝突する可
能性が高いとして、ブレーキ装置３２による自動制動制御を実施させる。これにより、ブ
レーキ装置３２による自動制動制御が遅れることを抑制することができ、ドライバが不安
を感じることを抑制することが可能となる。
【００３７】
　［別例１］上記実施形態では、レーダ装置２１が物体の検出を実施していた。このこと
について、レーダ装置２１に限る必要はなく、例えば、撮像装置が物体を検出してもよい
。撮像装置は、例えばＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳイメージセンサ、近赤外線カメラ等を用い
た単眼カメラやステレオカメラ等が含まれる。この場合でも、撮像装置が撮影された画像
に基づいて物体の位置情報や相対速度を算出することができるため、かかる構成によって
も、上記実施形態と同様の作用・効果が奏される。
【００３８】
　ただし、撮像装置により撮影された画像から物体の速度を検出する場合には、物体が自
車両近くに存在することで撮影された画像の多くを物体が占めることになり、算出される
物体の速度が小さくなる方向に誤差が生じるおそれがある。この場合、本来は第一衝突予
測領域内に物体が含まれているはずが、物体の速度に誤差が生じることで第一衝突予測領
域内に物体が含まれないと判定される事態が起こりうる。
【００３９】
　よって、自車両と物体との相対距離が第一所定距離よりも短い場合には、図６に記載さ
れるように、衝突予測領域を横方向へ広げるように、第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）
の直線の傾きが大きく、そして第一衝突予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きが小さく
なるように補正する。具体的には、（５）式に記載されるように、物体の速度及び衝突予
測時間の積と、１に第一補正値αを加えた値と、を掛けることで第一衝突予測領域の右端
Ｘｒ（ｔ）の直線の傾きを補正する。また、（６）式に記載されるように、物体の速度及
び衝突予測時間の積と、１から第一補正値αを引くことで算出される値と、を掛けること
で第一衝突予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きを補正する。第一補正値αは、図７（
ａ）に記載されるように、相対距離が第一所定距離よりも長い場合には０であり、第一所
定距離よりも短くなるほど値が０よりも大きくなる傾向を持つ。これにより、撮像装置に
より撮影された画像を用いて算出した物体の速度に誤差が生じた場合でも、第一衝突予測
領域内に物体を収めることができる。
【００４０】
　Ｘｒ（ｔ）＝Ｘｒ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ×（１＋α）…（５）
【００４１】
　Ｘｌ（ｔ）＝Ｘｌ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ×（１－α）…（６）
【００４２】
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　別例１では、第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）の直線の傾きと第一衝突予測領域の左
端Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きとを、それぞれ補正していた。このことについて、必ずしも両
方の直線の傾きを、第一補正値αを用いて補正する必要はない。例えば、第一衝突予測領
域の右端Ｘｒ（ｔ）の直線の傾きを補正する際には第一補正値αを用いて、第一衝突予測
領域を横方向へ広がるように補正する。その一方で、第一衝突予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）
の直線の傾きは補正しなくてもよいし、第一補正値αとは異なる値を用いて第一衝突予測
領域の左端Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きを補正してもよい。
【００４３】
　本別例について、第一衝突予測領域の補正方法を記載したが、上記補正方法を第三衝突
予測領域に適用してもよい。
【００４４】
　［別例２］上記実施形態では、第一衝突予測領域の横幅を両側に所定幅Ｌずつ拡大した
幅を第三衝突予測領域の横軸方向における幅と設定していた。このことについて、第三衝
突予測領域のうち衝突予測時間が第五所定時間よりも大きい範囲では、図８に記載される
ように、第三衝突予測領域の右端Ｘｒ２（ｔ）の直線の傾きが小さくなるように、そして
第三衝突予測領域の左端Ｘｌ２（ｔ）の直線の傾きが大きくなるように補正することで、
第三衝突予測領域の横軸方向における幅を狭める。なお、第五所定時間は第二所定時間よ
りも大きく第一所定時間よりも小さく設定される。具体的には、（７）式に記載されるよ
うに、物体の速度及び衝突予測時間の積と、１から第二補正値βを引くことで算出される
値と、を掛けることで第三衝突予測領域の右端Ｘｒ２（ｔ）の直線の傾きを補正する。ま
た、（８）式に記載されるように、物体の速度及び衝突予測時間の積と、１に第二補正値
βを足すことで算出される値と、を掛けることで第三衝突予測領域の左端Ｘｌ２（ｔ）の
直線の傾きを補正する。第二補正値βは、図７（ｂ）に記載されるように衝突予測時間が
第五所定時間よりも小さい場合には０であり、第五所定時間よりも大きくなるほど値が０
よりも大きくなる傾向を持つ。
【００４５】
　Ｘｒ２（ｔ）＝Ｘｒ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ×（１－β）…（７）
【００４６】
　Ｘｌ２（ｔ）＝Ｘｌ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ×（１＋β）…（８）
【００４７】
　衝突予測時間が第五所定時間よりも大きい範囲にて検出される物体は、自車両と衝突す
るまでに時間があり、物体又は自車両が今後加減速することが予測される。したがって、
現在は、物体と自車両とが衝突する軌跡であっても、今後物体と自車両とが衝突しない軌
跡に変化する可能性がある。したがって、第三衝突予測領域の横軸方向における幅を狭め
るように、（７）式及び（８）式に準じてそれぞれの直線の傾きが補正されることで、自
車両と衝突する可能性が特に高い物体のみが検出される。これにより、物体又は自車両の
加減速で第三衝突予測領域からすぐに外れる物体について走行支援の実施判定を行わずに
すみ、ひいては走行支援制御の実施頻度を低減する事が出来る。
【００４８】
　別例２では、第三衝突予測領域の右端Ｘｒ２（ｔ）の直線の傾きと第三衝突予測領域の
左端Ｘｌ２（ｔ）の直線の傾きとを、それぞれ補正していた。このことについて、必ずし
も両方の直線の傾きを、第二補正値βを用いて補正する必要はない。例えば、第三衝突予
測領域の右端Ｘｒ２（ｔ）の直線の傾きを補正する際には第二補正値βを用いて、第三衝
突予測領域の横軸方向における幅を狭めるように補正する。その一方で、第三衝突予測領
域の左端Ｘｌ２（ｔ）の直線の傾きは補正しなくてもよいし、第二補正値βとは異なる値
を用いて第三衝突予測領域の左端Ｘｌ２（ｔ）の直線の傾きを補正してもよい。
【００４９】
　別例２について、第三衝突予測領域の補正方法を記載したが、上記補正方法を第一衝突
予測領域に適用してもよい。
【００５０】
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　［別例３］上記実施形態では、第一衝突予測領域の横軸方向における幅を自車両の幅に
設定していた。このことについて、判定平面における横位置軸方向の物体の速度が第一所
定速度よりも低い場合、特に物体が歩行者である場合には、その物体の速度が頻繁に加減
速を実施することが想定される。この場合、第一衝突予測領域から物体が外れすり抜ける
ことが予測された場合でも、物体の不慮の加減速により物体と自車両とが将来的に衝突す
る軌跡に変わることで、衝突予測時間が第二所定時間よりも短い状態で第一衝突予測領域
内に物体が進入するおそれがある。このような状況に備え、物体の速度が第一所定速度よ
りも低い場合には、図９に記載されるように、第一衝突予測領域の横幅を両方向に拡大す
るように補正する。具体的には、（９）式及び（１０）式に記載されるように、自車両前
方右端Ｘｒ及び自車両前方左端Ｘｌのそれぞれに第一補正係数γを掛けることで、第一衝
突予測領域の横幅を補正する。第一補正係数γは、図１０（ａ）に記載されるように、物
体の速度の絶対値が第一所定速度よりも高い場合には１であり、第一所定速度よりも低く
なるほど値が１よりも大きくなる傾向を持つ。これにより、物体の挙動に変化が生じやす
い状況においても、物体と自車両との衝突を精度高く予測することが可能となる。
【００５１】
　Ｘｒ（ｔ）＝Ｘｒ×γ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ…（９）
【００５２】
　Ｘｌ（ｔ）＝Ｘｌ×γ－Ｖ（ｔ）×ＴＴＣ…（１０）
【００５３】
　別例３について、物体の速度が第一所定速度よりも低い場合に、横位置軸の方向におけ
る第一衝突予測領域の幅を拡大補正するとともに、第一衝突予測領域を横方向へ広げるよ
うに（５）式及び（６）式に準じてそれぞれの直線の傾きを補正することで、第一衝突予
測領域をさらに拡大してもよい。直線の傾きを補正する事について、その具体的な補正方
法を述べる。（５）式に準じて、物体の速度及び衝突予測時間の積と、１に第三補正値Δ
を加えた値と、を掛けることで第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）の直線の傾きを補正す
る。また、（６）式に準じて、物体の速度及び衝突予測時間の積と、１から第三補正値Δ
を引くことで算出される値と、を掛けることで、第一衝突予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）の直
線の傾きを補正する。第三補正値Δは、図７（ｃ）に記載されるように、物体の速度が第
一所定速度よりも高い場合には０であり、第一所定速度よりも低くなるほど値が０よりも
大きくなる傾向を持つ。これによっても、物体の挙動に変化が生じやすい状況において、
より確実に物体と自車両との衝突を精度高く予測することが可能となる。
【００５４】
　別例３では、物体の速度が第一所定速度よりも低い場合に、横位置軸の方向における第
一衝突予測領域の幅を拡大補正していた。このことについて、横位置軸の方向における第
一衝突予測領域の幅を拡大補正する代わりに、第一衝突予測領域を横方向へ広げるように
（５）式及び（６）式に準じてそれぞれの直線の傾きを補正することで、第一衝突予測領
域を拡大してもよい。
【００５５】
　別例３では、物体の速度が第一所定速度よりも低い場合に、横位置軸の方向における第
一衝突予測領域の幅を拡大補正していた。このことについて、物体と自車両との相対距離
が第二所定距離よりも大きい場合に、横位置軸の方向における第一衝突予測領域の幅を拡
大補正してもよい。具体的には、（９）式及び（１０）式に準じて、自車両前方右端Ｘｒ
及び自車両前方左端Ｘｌのそれぞれに第二補正係数εを掛けることで、第一衝突予測領域
の横幅を補正する。第二補正係数εは、図１０（ｂ）に記載されるように、相対距離が第
二所定距離よりも短い場合には１であり、第二所定距離よりも長くなるほど値が１よりも
大きくなる傾向を持つ。
【００５６】
　物体と自車両とが離れている場合、レーダ装置２１により検出される物体の情報の確度
が低くなる。よって、本来は第一衝突予測領域内に物体が含まれているはずが、物体の情
報に誤差が生じることで、第一衝突予測領域内に物体が含まれない事態が起こりうる。し
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たがって、物体と自車両との相対距離が第二所定距離よりも大きい場合には、横位置軸の
方向における衝突予測領域の幅が拡大補正される。これにより、レーダ装置２１により検
出される物体の情報に誤差が生じた場合でも、拡大補正された第一衝突予測領域内に物体
を収めることができる。
【００５７】
　別例３では、物体の速度が第一所定速度よりも低い場合に、横位置軸の方向における第
一衝突予測領域の幅を拡大補正していた。このことについて、物体と自車両との相対速度
が第二所定速度よりも低い場合に、衝突予測領域を横方向へ広げるように（５）式及び（
６）式に準じてそれぞれの直線の傾きを補正してもよい。具体的には、（５）式に準じて
、物体の速度及び衝突予測時間の積と、１に第四補正値ζを加えた値と、を掛けることで
第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）の直線の傾きを補正する。また、（６）式に準じて、
物体の速度及び衝突予測時間の積と、１から第四補正値ζを引くことで算出される値と、
を掛けることで第一衝突予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きを補正する。第四補正値
ζは、図７（ｄ）に記載されるように、相対速度が第二所定速度よりも高い場合には０で
あり、第二所定速度よりも低くなるほど値が０よりも大きくなる傾向を持つ。
【００５８】
　自車両と物体との相対速度が小さい場合には、衝突予測時間の誤差が生じるおそれがあ
る。この場合、判定平面における物体の位置がずれるため、本来は第一衝突予測領域内に
物体が含まれているはずが、算出された衝突予測時間に誤差が生じることで、第一衝突予
測領域内に物体が含まれないと判定される事態が起こりうる。したがって、自車両と物体
との相対速度が第二所定速度よりも低い場合には、衝突予測領域を横方向へ広げるように
（５）式及び（６）式に準じてそれぞれの直線の傾きが補正される。これにより、自車両
と物体との相対速度が低い状況で、算出される衝突予測時間に誤差が生じた場合でも、拡
大補正した第一衝突予測領域内に物体を収めることができる。
【００５９】
　別例３では、物体の速度が第一所定速度よりも低い場合に、横位置軸の方向における第
一衝突予測領域の幅を拡大補正していた。このことについて、自車両の旋回角速度を検出
する手段（例えばヨーレートセンサ）を走行支援装置１００が備えている場合には、旋回
角速度と自車両の速度とに基づいて算出される曲率半径（カーブＲ）の大きさに応じて、
横位置軸の方向における衝突予測領域の幅を補正してもよい。カーブＲが所定半径よりも
短い場合、図１１に記載されるように、衝突予測領域の横幅を両方向から縮小するように
補正する。具体的には、（９）式及び（１０）式に準じて、自車両前方右端Ｘｒ及び自車
両前方左端Ｘｌのそれぞれに第三補正係数ηを掛けることで、衝突予測領域の横幅を補正
する。第三補正係数ηは、図１０（ｃ）に記載されるように、カーブＲが所定半径よりも
長い場合には１であり、所定半径よりも短くなるほど値が１よりも小さくなる傾向を持つ
。
【００６０】
　カーブＲが所定半径よりも短く、自車両の旋回前の進路方向に対して自車両が大きく旋
回している場合、自車両と物標との相対位置の変化が大きくなる。この場合、衝突予測領
域を適切に展開することができず、ブレーキ装置３２による自動制動制御を誤って実施さ
せるおそれがある。よって、カーブＲが所定半径よりも短い場合に、横位置軸方向におけ
る衝突予測領域の幅が縮小補正されることで、ブレーキ装置３２による自動制動制御の誤
実施を抑制する事が可能となる。
【００６１】
　別例３及び別例３に適用される別例について、自車両前方右端Ｘｒ及び自車両前方左端
Ｘｌに同じ値の補正係数をかけることで、第一衝突予測領域の横幅を補正していた。この
ことについて、必ずしも自車両前方右端Ｘｒと自車両前方左端Ｘｌとの両者に対して同じ
値の補正係数をかける必要はない。例えば、自車両前方右端Ｘｒには補正係数を掛ける一
方で、自車両前方左端Ｘｌには補正係数を掛けなくてもよいし、あるいは、自車両前方左
端Ｘｌに自車両前方右端Ｘｒを補正する際に用いた補正係数とは異なる値を掛けてもよい



(12) JP 2017-117343 A 2017.6.29

10

。
【００６２】
　別例３に適用される別例では、第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）の直線の傾きと第一
衝突予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きとを、それぞれ同じ値の補正値を用いて補正
していた。このことについて、必ずしも両方の直線の傾きを同じ値の補正値を用いて補正
する必要はない。例えば、第一衝突予測領域の右端Ｘｒ（ｔ）の直線の傾きを補正する際
には第三補正値Δ又は第四補正値ζを用いて、第一衝突予測領域を横方向へ広がるように
補正する。その一方で、第一衝突予測領域の左端Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きは補正しなくて
もよいし、第三補正値Δ又は第四補正値ζとは異なる値を用いて第一衝突予測領域の左端
Ｘｌ（ｔ）の直線の傾きを補正してもよい。
【００６３】
　別例３及び別例３に適用される別例について、第一衝突予測領域に焦点をあてその補正
方法を記載したが、同様の補正方法を第三衝突予測領域に適用してもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１０…検出ＥＣＵ、２１…レーダ装置。

【図１】
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